
六
日
此
同
年
六
川
=
一
口
軍
用
主
調
講
倒
的
世
認
可

q
M
W
M
一
日
一
一
回
随
行
u

奉宍+ニき事主事五読

fi電車E日-J'司ヨ王"'"三三幸四百召

論

叢

動
的
資
本
ご
租
税
公
正
蹴
・

肇
湾
の
小
作
制
度

主
主

F
K

H
尋
色
一

司
法
串
博
士

財
産
生
命
保
険

時

論

支
那
の
岡
民
主
義
革
命

説

高

助
郷
三
農
民
の
生
活

草
津
街
に
於
け
る
助
川
柳
じ
就
い
て

雑

鋸

幣
制
の
・
表
札
に
基
く
百
姓
一
挟

地
理
的
認
識
の
性
質
に
つ
い
て

料
消
山
中
博
士

文

串

博

士

相

州

車

上

純

情

M
F
ト
L

相

酬

明

十

s
k雫

1

2

2

t
t
Aィゴ

議

樽

載

)

紳

戸

正

ま佳

河

田

嗣

耳目

小
島
昌
太
郎

矢

野

大
山
政
太
郎

黒
川
初
兵
治
耶

主民

「
仁

菊

田

大

豆!) 臨



詑
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助
蜘
却
と
鹿
島
凸
生
活

第
二
十
六
巻

七
五
λ

第
五
親

士
六

説

多E

助

提E

農

民

生

活

の

、r、.

(
上
)

大

敷

山

太

耳目

緒

日

我
閥
陸
上
交
通
系
に
お
い
て
・
東
海
道
が
そ
の
大
動
脈
た
る
の
地
位
を
占
む
る
こ
ご
は
、
敢
へ
て
言
ふ
を
ま
允

な
い
正
ニ
ゐ
で
ゐ
ら
'
フ
。

A
1
翻
っ
て
考
ふ
る
に
源
相
叫
酬
が
幕
府
を
鎌
倉
に
閲
(
や
、
京
鎌
倉
り
交
通
は
己
み
に
頒

繁
を
加
へ
、
往
逃
仁
六
十
三
次
的
牒
宿
を
生
じ
た
が
、
降
つ

t
徳
川
家
康
が
幕
府
守
江
戸
に
樹
立
し

τよ
ち
は
、

東
西
交
越
川
り
般
姐
な
る
又
昔
日
の
比
で
は
な
か
っ
た
。
[
か
し
て
首
都
府
が
諸
大
名
統
御
策
ご
し

τ採
h
し
ご
こ
ろ

の
委
親
交
代
的
制
度
な
る
も
の
が
詰
一
二
特
仁
常
時
的
交
辿
を
額
繁
な
ら
し
め
・
延
ハ
ー

τ文
化
的
仰
掛
普
及
に
影

響
ゐ
り
し
ニ
芭
は
-
』
れ
ま
た
骨
向
然
正
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

十
返
合
一
九
は
そ
の
著
「
膝
栗
毛
」
(
草
利
二
年
山
服
)
に
む
い
て
東
海
道
内
股
阪
を
設
い
て
、
「
は
や
諸
家
の
同
勢

往
来
的
責
陣
地
櫛

ω簡
を
抑
〈
が
如
〈
、
問
屋
総
叫
同
宙
を
か
け
り
小
荷
駄
馬
=
ん
で
は
し
る
街
道

ωに
ぎ
は
ひ
い
草

官'..・'i#



ま
し
〈
」
云
云
o

Z
叙
し
て
ゐ
る
。
旅
行
者
り
限
に
映
じ
た
る
表
面

ω
現
象
は
、
正
に
こ
の
作
者
の
見
た
ご
こ
ん

の
如
〈
で
あ
っ
た
で
あ
ら

F

フ
O

然
し
乍
ら
苦
人
は
そ
り
一
北
岡
に
お
い
て
は
、
交
通
愈
よ
鮪
繁
ご
な
る
に
つ
れ

t
、

盆
S
困
崩
せ
る
生
活
を
お
〈
ら

5
る
を
得

g
hし
人
々
の
存
在
せ
し
こ

E
を
忘
れ
る
こ
ご
は
山
来
な
い
。
是
れ
助

郷
農
民
的
生
活
を
顧
み
る
所
以
で
あ
る
。

い
V

ム
ご
こ
ろ
の
助
郷
ご
は
例
で
あ
る
か
。
徳
川
時
代
に
お
い
て
街
道

ω交
通
漸
〈
婿
策
を
来
す
や
、
そ
の
は
じ

め
設
位
せ
る
宿
騨
砂
川
泣
り
人
馬
を
以
て
し
で
は
そ
の
需
要
に
服
す
る
め
た
は

F
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
が
補

充
的
犯
め
仁
人
馬
を
宿
瞬
間
近
り
郷
村
に
賦
凱
し
た
。
-
』
の
役
務
を
助
郷
役
又
は
助
郷
敵
役
ざ
い
ひ
、
そ
れ
ら
の

郷
村
を
助
郷
又
は
助
郷
村
己
い
ふ
。
元
蹴
七
年
甲
戊
幕
府
は
符
騨
附
尉

ω助
郷
を
定
め
た
o

今
本
稿
り
目
的
芭
す

る
ご
こ
ろ
は
、
例
を
東
海
道
り
一
一
一
的
宿
騨
及
び
そ
的
助
郷
に
ご
ツ
て
、
こ
の
制
度

ω質
施
が
如
何
な
る
蚊
況
に

あ
り
し
か
、
そ
の
典
へ
た
る
影
響
等
に
つ
い
て
若
干
の
考
・
然
を
な
苫
ん
ご
欲
す
る
貼
に
あ
る
。

覚
、
一
本
十
二
年
に
武
家
法
度

E
定
的
参
凱
交
代
制
度
が
確
立
さ
れ
た
o
事
親
交
代
に
で
東
海
道
を
通
行
す
べ
き
請
院
は
陪
醜
・
長
門
・
安
説
・

土
佐
等
監
位
じ
め
凹
十
ニ
ケ
間
百
四
十
六
家
に
上
っ
て
居
る
。
以
て
一
肌
梅
道
交
泊
白
肢
雄
監
護
す
べ
き
で
あ
る
。
(
砕
週
忠
稿
考
置
一
一
O
入

耳

参

位
間

御
侍
馬
課
役
の
性
質
ご
農
民
の
生
活

ーー」…ー一一一一一一

助
郷
身
村
に
お
い

τ御
肺
神
崎
銀
役
に
服
し
た
る
人
を
御
縛
馬
劫
人
正
一
式
ム
。
御
傍
馬
勤
人
に
は
呆

L
て
如

何
な
る
人
h
q

が
こ
れ
に
あ
た
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
換
言
す
れ
ば
助
郷
均
一
村
に
住
す
る
も
の
で
、
例
外
Z
し
て
こ
の

( 

ー
) 

錦
=
+
武
器

七
五
丸

第
五
四

七
七

i揖

掬

助
郷
・
と
民
民
自
生
活

"・..・~". 



設

苑

助
拙
・
と
農
民
自
生
活

第
二
十
六
倍

七
六

O

第
五
韓

ーと
F、

謀
役
を
吊
m
A
E

ら
れ
し
人
々
は
な
か
っ
た
か
。

天
保
十
四
年
卯
正
月
調

ω「
三
河
闘
渥
美
郡
朝
羽
田
村
子
，
年
分
家
数
人
別
書
上
帳
」
を
見
る
仁
次
の
如
〈
記
苫
れ

τゐ
る
。

て
家
鑑
百
四
十
三
軒

総
人
別
六
百
コ
十
一
人

一
、
家
監
十
百
軒

lit 

~( 

人
酎
二
十
五
人

内

此
人
別
男
山
人
女
二
十
一
人

一
、
家
酎
三
軒

布市

三ェ

人
般
九
人

一
、
家
賠
七
拘

首t

Fヲ

人
町
カ
人

此
人
別
刷
百
四
人
女
王
人

此
人
別
川
百
五
人
女
凹
人

一
、
家
勘

車T

宜

此
人
別
男
一
人
女
二
人

揃

人
鍛
=
一
人

て
家
酎
十
五
軒

.] 

基Z

人
蜘
七
十
人

此
人
別
男
三
十
九
人
女
三
十
一
人

家
酷
五
十
郎
判

一
、
家
世

軒

陰
陽
師

人
監
六
人

4、
〆

人
釦
百
六
十
一
一
人

此
人
別
男
四
人
女
二
人

此
人
別
「
内
入
十
一
人
ハ
十
五
此
此
下
六
寸
蹴

一
、
家
蛇
三
軒

へ
監
+
人

l
 

dμ 

tJt 

国
土
」
男
八
十
八
人
火
七
十
五
人

。ロ
0

0

0

疫
而
九
十
三
軒

入
脚
四
百
五
1
八
人

飾
品
t
M
動
凡

，J、
〆

家
齢
制
八
嗣

内

部t

県l

人

此
人
別
二
十
八
人

足

弱

'li仁

人

一一一一----九一…

て

家

駐

ニ

軒

人

村
役
人

辛
八
可
咋

十

此
人
別
十
四
人

て

家

動

三

好

歩

梢
身
者

人

n 
人
駐
十
七
人

-F 

りj

人

此
人
別
剛
百
十
人
女
じ
人

4、
/ 

十一-一人

， . . ... ~￥.・ t



右
は
家
数
人
別
者
上
帳
の
全
部
で
あ
る
o
煩
を
い
ご
は
宇
敢
て
そ
の
全
文
を
掲
げ
し
は
、
-
』
れ
に
よ
h
τ
骨
田
川
崎

の
助
郷
村
山
り
一
に
つ
い
て
、
そ
の
内
部
の
構
成
朕
磁
を
知
h
う
る
ご
、
叉
特
に
「
残
而
九
十
三
軒
御
仰
馬
勤
門
」

:
:
・
「
残
一
耐
百
二
人
御
侍
馬
勤
人
」
正
ゐ
っ
て
、
こ
の
書
上
帳
な
る
も
の
が
御
僻
馬
役
の
た
め
に
記
白
れ

L
4
ω
の

如
く
お
も
は
る
、
か
ら
で
あ
る
託
二
)
。
凶
み
に
岡
村
は
東
海
道
二
川
宿
助
郷
に
嵐
て
ゐ
た
も
の
で
ゐ
る
。

(
佐
-
=
年
月
日
不
明
(
お
そ
ら
〈
天
保
頃
と
推
揖
き
る
)
山
書
面
に
次
山
如
き
も
の
あ
り
、
日
〈
「
急
旭
枇
を
以
て
申
上
快
鈷
片
杭
』
仰
公
除
隊

近
々
柳
川
被
地
保
い
れ
付
↑
村
限
切
人
別
艇
寺
何
ウ
寺
山
誕
針
何
判
門
前
門
、
後
家
何
軒
、
可
除
分
御
除
立
門
伺
軒
他
人
別
何
百
人
内
役
人
比
国
明
納
入

残
両
四
百
二
十
五
人
「
内
八
十
三
人
老
人
子
供
」

男
百
λ
十
五
人
女
二
百
四
十
人

0

0

0

0

0

 

碕
而
百
二
人

。。。。。

調
停
馬
勘
人

以

上

れ
出
足
削
除
立
何
人
技
師
一
白
人
女
老
人
子
供
布
由
泊
り
御
鶴
岡
十
日
早
相
羽
町
村
江
刷
持
a
f
M
円
世
成
此
位
制
連
如
期
幌
」

ι
V
L
る
訓
査
が

L
ば

f
、

行
は
れ
た
り
し
や
白
有
や
不
明
な
が
ら
特
に
助
蜘
凶
悼
の
た
め
に
か
ミ
る
調
査
。
行
は
恥
し
事
を
知
る
、
本
文
山
書
上
帳
亦
乙
の
た
め
な
ら
ん
。

以
下
す
こ
し
〈
こ
の
文
献

ω示
す
ご
こ
ろ
に
就
き
管
見
を
下
す
一
』
己
、
す
る
o

先
っ
こ
、
に
所
前
『
御
仰
馬
勤

問
』
比
ぴ
「
御
偽
ぬ
勤
人
一
ご
は
果
し

τ何
を
意
味
す
る
か
。
こ
れ
が
解
決
に
は
先
づ
「
御
傭
胤
勤
門
』
H
A
ぴ
「
御
山
開
局

勤
人
」
た
ら

5
る
も
の
に
つ
き
一
路

ω吟
味
を
な
す
事
が
捷
径
ご
お
も
は
る
、
。
先
づ
「
御
侍
馬
勤
門
」
た
ら

g
る

も
の
の
内
、
品
川
正
・
禰
宜
、
陰
陽
師
.
山
伏
等
を
一
括
し
て
「
小
家
数
八
軒
』
ピ
記
さ
れ
て
ゐ
る

Q

こ
れ
ら
の
家
以

い
は
ば
農
村
の
異
分
子
で
ゐ
る
u

ど
の
一
村
に
も
一
』
れ
ら
の
家
は
お
そ
ら
〈
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
彼
等
は
農
村
住

民
で
は
ゐ
っ
た
が
農
民
で
は
な
か
っ
花
。
農
村

ω異
分
子

zht
ふ
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
G

次
に
お
な
じ

(
「
御
侍
ぬ
勤
門
」
た
ら
F
る
も
の
に
村
役
人
、
歩
行
、
後
家
、
演
門
町
一
長
等
計
家
数
回
十
ニ
軒
が
ゐ
品
。
村
役

人
ご
は
庄
日
且
1
A
ぴ
組
一
蜘
で
ゐ
り
歩
行
は
一
一
利

ω仰
ム
ザ
で
ゐ
b
J
、
姉
い
仏
は
い
は
ば
小
使
で
ゐ
る
。
常
時
村
役
人
た
る

設

第
二
十
d
h

巷

第
五
蹴

4二
プし

七
六

苑

助
蝿
と
農
民
的
生
話

d ・・，，'，.01



説

掛包

，1. 
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助
郷
、
と
良
民
の
生
活

第
二
十
六
巻

七
六

第
九
捌

も
の
は
、

一
村

ω徳
川
最
高
く
手
腕
ゐ
ち
且
つ
持
一
品
献

L
て
多
き
も
の
で
あ
っ
た
。
歩
行
た
る
も
の
は
小
使
で
ゐ
る

か
ら
如
何
な
る
人
が
こ
れ
に
な
り
し
か
は
い
ふ
を
ま
た
ぬ
で
ゐ
ら
う
。
こ
れ
ら
の
者
が
勤
門
た
ら

g
hし
は
ぬ
役

多
〈
そ
の
暇
な
か

b
し
に
依
る
で
ゐ
ら
う
。
叉
後
家
十
五
軒
が
勤
門
た
ら
ゲ
ら
し
理
由
は
了
解
[
易
い
で
ゐ
ら

う
。
町
一
是
正
は
勿
田
村
地
内
吉
田
宿
隣
接
部
分
に
お
け
る
細
民
的
和
で
ゐ
h
，
、
日
雇
、
荷
寅
行
市
川
等
を
な
せ
し
も

の
で
あ
る
。
最
後
に
消
円
七
軒
人
数
九
人
男
五
人
女
四
人
ピ
ゐ
る
は
、
果
し
て
何
で
あ
る
か
。
一
家
断
絶
せ
る
も

の
に
非
る
こ
己
は
人
数
九
人
男
五
人
女
四
人
正
ゐ
る
に
よ
っ
て
明
が
で
あ
る
。
思
ふ
に
悶
窮
り
末
EM
郁
雄
を
全
部
入

手
に
渡
し
て
無
一
物
ご
な
り
し
も
の
を
指
す
の
で
は
な
か
ら
う
か
o

尤
刷
村
的
天
保
四
年
H
A
ぴ
天
保
十
二
年
等

ω

『
五
人
組
持
両
版
」
に
は
『
何
某
:
・
例
年
潰
門
」
り
文
字
見
え
又
「
何
某
・

:
-
e
無
高
」
正
記
さ
れ

t
ゐ
h
、
無
高

古
い
ふ
こ
ピ
ピ
は
別
で
あ
っ
て
、
か
の
身
代
限
、
逼
塞
ご
い
ふ
が
如
き
類
で
は
あ
る
ま
い
か
o

又
モ

ω土
地
を
退

縛
L
去
っ
た
百
姓
は
、
そ
の
名
的
側
に
「
欠
落
」
ご
朱
書
古
れ
て
を
h
、
叫
同
門
正
別
で
あ
る
ニ
ご
は
い
ふ
ま
で
も

、ドト、。

T
一b次

に
御
山
司
馬
勤
門
九
十
三
軒
、
比
人
数
四
百
五
十
八
人

ω内
で
足
掛
病
身
者
等
が
、
仮
令
老
人
子
供
た
ら
宇
ご

も
、
勤
人
か
ら
除
外
せ
ら
れ
し
は
了
解
し
得
る
ご
こ
ろ
で
ゐ
る
。
然
[
乍
ら
借
四
人
を
此
等
ハ
り
も
心
ご
同
列
に
お

〈
は
、
多
少
奇
同
調

ω戚
が
ゐ
h
・
事
ん
肺
主
山
伏
等
ピ
共
に
‘
寺
院
が
勤
門
た
ら
F
る
も

ω
に
一
周
せ
し
め
ら
る
ぺ

き
も
の
で
あ
ら
う
。
天
保
年
間
り
五
人
組
拍
高
帆
に
よ
れ
ば
、
岡
村
に
六
ゲ
寺
ゐ
b
、
中
ニ
ケ
寺
は
無
住
且
つ
無

高
で
あ
る
が
‘
他
は
夫
心
相
蛍
な
る
持
高
で
あ
る
o

次
に
下
回
刀
が
勤
人
た
ら

F
畠
は
、
人

ω家
に
下
見
ご
し
て
雇

は
れ

τゐ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
寧
ろ
常
然
で
ゐ
ら
う
。
但
し
こ
の
下
見
が
質
際
上
に
お
い
て
岡
本
し
て
御
侍
馬
勤
め

....，.. 



に
出
で
な
か
っ
た
が
は
大
な
る
疑
問
で
‘
卑
見
に
よ
れ
ば
彼
等
は
そ
の
主
人
の
代
h
z
し
て
し
ば
し
ば
出
動
せ
し

も
の
芭
お
も
は
る
。
現
に
某
一
家
で
は
御
侍
馬
勤
め
の
用
意
ご
し

τ下
男
を
雇
ひ
叉
馬
を
飼
養
せ
し
も
の
も
あ
る
。

次
に
叉
奉
公
持
ご
は
下
男
ご
区
別
し
て
ゐ
る
芭
こ
ろ
よ
h
見

t
、
同
一
一
蹴
す
る
こ

F
e得
な
い
の
で
ゐ
っ
て
、
お

そ
ら
(
・
』
れ
は
村
よ
り
出
で

τ他
に
奉
会
し
て
ゐ
る
も
の
、
謂
で
あ
ら
，
フ
。
今
、
岡
村
に
お
り
る
天
保
十
四
年
卯

四
月
調
「
男
女
奉
公
持
人
別
番
上
帳
」
を
見
る
に
「
召
抱
奉
公
人
之
一
分
」
正
し
て
下
男
二
人
(
子
年
分
、
「
嵩
般
人
別
帯
上
腕
L
O

下
男
の
般
と
一
致
す
)
、
下
女
七
人
守
一
入
、
計
十
人
で
あ
り
、
「
奉
n
公
持
之
者
」

Z
し
て
男
(
こ
れ
は
下
男
と
叫
ら
ず
番
刷
、
丁

柑
、
寺
男
、
若
誕
奉
公
絡
み
の
り
)
人
人
(
子
年
分
、
「
家
勘
人
別
啓
上
眠
L

に
は
十
二
人
主
主
持
あ
り
)
女
十
七
人
計
一
一
十
五
人
ご
な
っ

τ

ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
下
男
ご
奉
会
持
古
を
匝
別
せ
し
趣
旨
は
判
る
で
あ
ら
う
ο

即
も
会
〈
別
者
で
あ
る
。
一
村

是
の
も
の
、
郷
村
よ
り
す
れ
ば
奉
公
持
ご
い
ふ
閥
係
に
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
一
見
に

に
古
っ
て
下
見
た
る
も
の
も
、

こ
の
信
、
足
弱
、
下
男
、
率
会
持
等
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
三
十
三
人
ご
あ
る
皆
男
手
の
み
で
あ
ら
う
。
質
際
に
は
前

越
の
如
く
下
女
ゐ

h
し
に
係
ら
宇
こ
れ
を
記
さ
争
、
又
非
御
侍
馬
勤
門
五
十
軒
の
性
別
男
入
十
人
人
女
七
十
五
人

な
る
に
勢
し

τ、
御
伸
馬
勤
門
九
十
三
軒
の
右
の
三
十
三
人
を
除
き
た
る
四
百
二
十
五
人
の
内
男
子
百
八
十
五
人

女
子
二
百
四
十
人
ご
い
ふ
数
を
見

τも
こ
の
事
を
推
察
し
得
ら
る
、
か
の
如
〈
で
あ
る
o
(
こ
山
百
λ

十
五
人
山
男
子
政

に
さ
き
の
三
十
三
人
を
加
ふ
る
な
ら
ば
二
百
二
十
八
人
と
な
り
、
女
子
の
二
百
四
十
人
と
ほ
V

均
摘
を
う
る
こ
と
誌
な
る
)

き
て
ニ
の
「
家
数
人
別
書
上
帳
」
な
る
も

ω
に
お
い
て
、
特
に
「
御
侍
馬
動
向
」
及
び
「
御
侍
馬
勤
人
」
な
る
も
の
を

書
き
上
げ
し
趣
旨
は
、
果
し
て
何
蕗
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

院
に
一
般
に
知
ら
る
、
が
如
〈
に
、
徳
川
附
代
に
お
い

τ村
は
政
治
上
の
単
位
た
る
芭
同
時
に
納
枇
上
の
単
位

設

苑

F、

第
二
十
六
巻

助
郷
B
C
盛
民
自
生
活

ヒ
ノ、

第
主
税
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設

宛

λ 

助
郷
・
9

』
農
嶋
田
生
活

第
二
十
六
巻

七
山
内
四

第
五
都

で
あ
h
、
法
律
上
の
人
絡
を
有
せ
し
自
治
困
慢
で
あ
っ
た
が
、
助
郷
々
村
が
御
捕
時
馬
勤
を
な
す
に
も
別
に
定
む
る

御
傍
馬
勤
高
を
標
準
ご
し
て
こ
の
商
白
石
に
つ
き
人
足
何
人
馬
何
疋
ご
割
b
ゐ
て
ら
れ
し
も
の
で
ゐ
っ
た
。
し
か

し

τこ
の
御
徳
岡
崎
塾
尚
な
る
も
の
は
村
高
ご
は
別
な
も
の
〉
刻
〈
(
註
一
三
、
た
い
V

村
高
を
標
準

Z
L、
こ
れ
に
各
村

々
自
健
に
お
り
る
そ
れ
ん
¥
の
事
情
に
よ
h
て
、
幾
分
の
割
酌
を
な
せ
し
も
の
で
あ
ら
う
o

村
高
正
御
仰
馬
勤
高

ご
が
数
字
的
に
一
致
す
る
こ
己
は
む
し
ろ
稀
で
ゐ
っ
て
、
多
〈
は
御
侍
臣
内
勤
高
の
方
が
村
高
よ
h
す
く
な
い
Y

O

そ

し

τ村
高
を
超
ゆ
る
事
は
な
か
っ
た
ご
お
も
は
る
、
。

位
三
)
従
来
白
調
訟
は
「
村
両
に
聴
E
」
或
は
「
石
誌
に
臨
じ
」
と
な
す
、
組
前
大
尉
帯
そ
の
他
哲
然
り
、
査
し
、
車
保
六
年
泊
中
未
行
賞
播
臨
守
星

山
す
る
'
F」

ζ

品
目
「
助
郷
人
馬
用
法
陳
油
書
」
に
よ
る
も
の
な
ら
ん
も
、
五
回
酔
偏
見
に
「
各
街
騨
附
踊
助
郷
市
」
白
叩
戟
あ
り
、
そ
り
他
各
荷
の
助
拙

高
艇
に
つ
き
で
且
る
に
村
山
川
(
又
は
石
高
)
之
助
卿
動
向
(
又
は
制
似
品
制
高
)
と
は
こ
と
な
る
も
の
h

加
し
、

究
に
御
侍
馬
勤
高
に
感
じ
て
各
助
郷
々
村
に
配
嘗
せ
ら
れ
た
る
人
馬
鍬
は
、
夏
仁
村
民
各
白

ω持
高
に
臆
じ

τ

配
賦
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
(
融
制
)
。
然
L
τ
荷
も
高
持
も
な
る
以
上
は
、
こ
の
謀
役
を
負
蛤
す
べ
き
も
め

で
め
っ
た
。
そ
し

τ無
高
の
も
の
所
簡
水
呑
百
姓
は
、
御
刷
神
百
内
謀
役
を
謀
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
め
る
o

然
し
乍

ら
す
岡
持
ち
で
ゐ
っ
て
も
、
例
へ
ば
こ
、
仁
宙
人
ゐ
り
、
一
家
的
う
も
ま
た
謀
役
に
膝
宇
ぺ
き
者
な
L
ご
す
れ
ば
、

こ
の
も
の
は
賞
際
上
町
役
不
能
で
ゐ
ら
う
(
位
五
)
。
す
〈
な
〈
正
も
入
を
雇
ふ
に
ゐ
ら
宇
ん
ば
不
可
能
で
ゐ
る

d

ヌ

村
方
一
切
の
事
を
司

h
t村
役
人
も
そ
の
職
責
上
山
役
は
不
可
能
で
あ
る
。
立
(
の
他
肺
主
、
山
伏
等
も
同
慌
で
ゐ

る
。
お
も
よ
に
『
家
数
人
別
書
上
帳
』
に
い
は
ゆ
る
「
御
倍
弱
勤
門
』
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
除
か
れ
た
る
は
ニ
の
「
御

侍
馬
勤
門
」
な
る
も
の
を
抽
出
し
た
る
趣
旨
が
、
御
停
馬
謀
役
負
捻
の
義
務
あ
る
家
の
'
フ
も
、
賞
際
に
お
い
て
出

.' .・.'頑固"



役
し
う
る
者
あ
る
家
を
寅
際
上
の
必
要
よ

h
幾
許
な

b
し
ゃ
を
知
ら
ん
ご
せ
し
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
後
家
必

ら
宇
し
も
無
高
に
限
ら
や
，
.
前
過
の
「
五
人
組
持
高
帳
」
に
よ
る
に
山
伏
・
紳
主
・
禰
宜
等
も
皆
高
持
ち
で
あ
り
、

村
役
人
に
歪
・
り
て
は
勿
論
古
う
で
あ
る
o

「
御
仰
馬
勤
人
」
を
抽
出
し
た
の
も
同
趣
旨
な
ら
ん
正
解
す
る
c

こ
れ
は

病
身
者
、
足
弱
、
老
人
子
供
(
十
五
は
下
穴
十
以
上
)
等
を
除
き
た
る
に
よ
り
て
も
見
ら
る
、
ご
お
も
ふ
。

(
註
岡
」

地
方
凡
例
鍛
に
同
〈
〔
且
引
助
抱
材
々
は
一
M
場
へ
差
出
人
民
共
井
利
川
に
夫
人
口
北
設
も
自
制
を
以
て
加
す
議
、
定
訟
な
り
」
一
再
々
、
但
L
事

に白、
b
例
外
あ
り
L
も
の
に
L
て
又
同
(
「
尤
も
町
場
、
山
方
、
油
方
、
消
方
等
小
高
に
て
家
政
多
き
村
々
は
家
別
割
に
仕
来
り
た
る
村
方
も
あ

り
見
回
削
反
別
割
に
も
致
す
」
云
々

(
駐
五

地
方
凡
例
錐
に
日
f
「
人
見
銘
々
館
山
可
制
動
事
な
れ
E
も
鰍
背
骨
担
制
山
知
、
高
位
持
乍
ら
自
身
の
働
雌
凶
或
は
人
足
首
り
多
〈
自
身
出

で
て
は
農
業
韮
文
に
成
る
に
付
村
役
人
へ
相
臨
ひ
人
足
貨
に
て
話
山
」
一
五
々
と
。

さ
て
結
局
一
村
組
人
数
六
百
二
十
一
人
中
女
子
三
百
十
五
人
(
例
由
ニ
一
士
一
人
を
到
子

ωι
と
叩
制
定
す
)
を
除
き
男
子
三
百

六
人
、
こ
れ
よ

h
三
十
三
人
を
除
き
て
二
百
七
十
三
人
を
得
・
こ
の
内
で
老
人
子
供
百
三
十
三
人
(
こ
れ
は
非
勘
門
た

る
五
十
軒
目
総
人
鑑
中
田
老
人
子
供
入
十
一
人
中
仮
り
に
キ
釦
を
男
子
と
恨
，
ι
L
て
)
、
残

h
百
五
十
人
。
こ
の
内
で
百
二
人
が
勤
人

苦
い
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
吾
人
が
諸
に
注
意
せ
古
る
べ
か
ら

F
る
事
は
、
ま
づ
右
の
百
二
人
が
農
村
に
お
り

る
労
働
力
生
産
力
の
主
力
を
成
す
も
の
た
る
事
貨
で
ゐ
る
。
動
人
た
ら

F
る
も
の
は
老
人
子
供
は
い
は
宇
も
が

な
、
婦
人
を
の
ぞ
〈
ピ
す
る
も
、
日
く
一
脚
官
、
日
(
償
侶
・

き
も
の
、
然
ら
宇
ん
ば
足
弱
病
弱
者
の
如
〈
満
足
に
労
働
に
従
事
す
る
こ

Z
能
は

F
る
も
の
で
ゐ
っ
た
。
こ
の
事

質
は
、
助
郷
謀
役
が
農
民
の
生
活
仁
、
農
村
の
努
働
生
産
力
に
却
何
な
る
影
響
を
奥
へ
た
り
し
か
を
、
早
〈
も
陪

日
〈
山
伏
等
の
如
〈
直
援
農
業
仁
従
事
す
る
こ
ピ
な

出E

J" 

地
却
と
農
民
品
生
話

第
二
十
求
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七
式
五

第
十
車
蹴
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説

苑

入

四

駒
郷
と
農
民
自
生
活

第
二
十
六
巻

1
4
、司、

F』

d
'
J
F

第
五
貌

示
す
る
も
の

E
云
は
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。

究
に
吾
人
が
見
の
が
す
べ
か
ら
F
る
事
貨
は
、
課
役
に
服
す
る
時
期
の
問
題
で
ゐ
る
。
即
も
泰
三
グ
月

秋
三
河
月
は
交
通
量
も
つ
ご
も
豊
富
で
ゐ
b
、
且
つ
就
中
こ
の
時
期
は
参
親
交
代
で
最
も
御
用
紫
が
h
し
Z
き
で

あ
る
。
而
し
て
こ
の
一
時
は
、
恰
も
ま
た
農
民
が
最
も
多
忙
を
格
む
る
所
部
農
繁
期
仁
周
す
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か

も
御
偶
馬
御
用
は
品
目
に
代
へ

τも
勤
め
ね
ば
な
ら
ぬ
重
要
な
る
も
の
ピ
さ
れ
て
お
り
、
取
b
上
げ
た
箸
を
お
い
て

も
出
動
す
べ
き
も
の
ご
考
へ
ら
れ

τゐ
た
。
天
保
二
年
三
月
の
愁
訴
獄
中
の
文
字
仁
も
「
・
最
早
退
々
御
晶
君

親
御
交
代
の
時
節
に
も
差
掛
り
候
へ
ば
、
只
今
の
姿
に
て
は
御
総
立
御
用
御
差
支
之
儀
は
眼
前
仁

τ
:
:・
」
云

。々

Z
ゐ
る
が
加
〈
、
こ
の
奉
親
交
代
を
は
じ
め
さ
し
て
.
諸
交
通
紫
し
か

h
L
時
期
苫
農
繁
期
正
一
致
せ
る
た

め
仁
、
特
に
農
民

ω困
難
せ
し
は
見
易
き
正
ニ
み
で
あ
る
。
が

L
か
も
末
期
仁
歪
っ
て
内
外
同
事
多
端
、
東
西
日
り

交
通
日
を
迫
ふ
て
繁
き
仁
ゐ
た
っ
て
は
、
特
に
十
本
=
7
γ
月
秋
三
ゲ
月
Z
い
は
す
、
殆
ん
Y
」
年
中
如
何
な
る
時
期
ご

い
へ
ど
も
農
民
は
課
徴
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

(
=
一
)
夏
に
吾
人
が
注
意
す
べ
き
は
、
御
侍
馬
勤
人
の
年
齢
で
ゐ
る
o
前
掲

ω文
献
に
依
れ
ば
、
十
五
才
以
下
六

十
才
以
上
の
者
を
乏
人
子
供
子
し
て
勤
人
よ
h
除
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
勿
論
賞
際
の
周
に
立
も
難
か
っ
た
か
ら
の

事
J

と
お
も
は
れ
る
o

然
L
乍
ら
一
人
前
の
仕
事
、

L
か
も
肉
慢
的
労
役
に
堪
え
得
る
年
齢
ご
し
て
は
、
こ
れ
阪
に

そ
の
限
界
を
超
ゆ
る
も
の
吉
考
へ
ら
れ
る
。
砂
〈
ご
も
二
十
才
以
上
五
十
才
以
下
位
で
な
〈
℃
は
簡
で
あ
ら
う
。

(
諦
井
六
郎
氏
蕎
徳
川
時
代
白
武
蔵
本
庄
』
に
よ
れ
ば
勘
人
目
年
齢
二
十
蔵
臼
よ
五
十
歳
以
下
と
見
ゆ
)
O

但
し
ζ

の
年
齢
に
よ
る
限
定
M
r
.

巣
し

τ助
郷
謀
役
創
始
の
時
代
よ
り
し
て
新
の
如
〈
で
あ
っ
た
か
否
や
は
疑
問
で
あ
る
。
卑
見
に
よ
れ
ば
最
初
は

( 

ー一) 
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新
の
如
〈
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
人
馬
過
徴
の
震
か
〈
の
如
〈
に
至

h
し
も
の
己
お
も
は
る
、
。
な
ほ
幕

末
鹿
廊
の
頃
の
如
き
に
至
つ
ー
は
、
真
に
炉
、
る
年
齢
に
よ
る
御
侍
馬
勤
入
、
非
勤
人
己
い
ふ
が
如
き
匝
別
は
全

〈
撤
去
せ
ら
れ
、
有
も
そ
の
任
に
堪
ゆ
る
も
の
は
悉
く
出
動
せ

L
め
ら
れ
し
も
の
で
ゐ
っ
た
。
こ
の
事
質
た
る

や
、
亦
助
郷
謀
役
に
耐
加
す
ぺ
〈
農
村
白
健
に
お
り
る
帥
労
働
力
が
、
可
成
b
に
逼
迫

L
来
れ
る
こ
ご
を
示
す
一
荷
主

な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。

(
四
)

な
は
我
々
が
御
侍
馬
謀
役
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
賞
っ
て
逸
す
べ
か
ら

5
る
一
事
は
、
農
村
に
お
い
て
仰

徳
出
向
以
外
に
於
て
な
は
秘
々

ω謀
役

ω右
在
せ
し
萌
こ
れ
で
ゐ
る
o

こ
は
一
見
本
論
に
喜
も
関
係
す
る
ご
こ
ろ
な

き
が
如
〈
で
あ
る
が
、
必
ら
す
し
も
然
ら
す
o

そ
の
名
を
異
に
す
る
Z
は

ν
へ
、
等
し
〈
謀
役
た
る
以
上
、
毛
の

本
質
は
一
で
あ
る
。
放
に
御
侍
馬
以
外
の
課
役
の
有
無
、
及
び
有
h
z
す
れ
ば
そ
の
程
度
如
何
は
、
轄
じ
て
以

τ

御
侍
出
内
線
役
の
農
民
へ
の
影
響
に
作
用
せ
し
も
の

Z
考
へ
待
る
か
ら
で
ゐ
る
。
而

L
て
一
例
に
つ
い
て
見
る
仁
、

こ
の
稲
の
謀
役
は
可
な
・
り
に
多
か
り
し
如
く
で
あ
る
。
或
は
側
主
の
勉
め
の
薪
の
切
b
出
し
に
数
十
人
乃
至
数
百

人
、
或
は
代
官
出
張
の
た
め
の
駕
能
人
足
何
人
、
或
は
又
御
普
請
場
の
仕
引
に
何
十
人
ご
い
ふ
類
で
あ
っ
て
、
可

成
h
な
額
に
の
ぼ
b
し
も
の
、
如
く
で
ゐ
る
が
、
今
精
確
に
こ
れ
を
明
示
[
相
官
な
い
の
は
遺
憾
で
ゐ
る
o

前
記
の

如
き
紋
態
(
一
日
朽
の
桃
成
)
じ
め
る
瀦
岡
村
に
お
り
る
「
文
政
人
年
酉
二
月
原
村
人
足
雇
金
制
集
帳
」
な
る
も
の
に
よ

っ
て
一
例
を
示
せ
ば
次
の
如
〈
で
あ
る
。

『
間
賞
、一

、
人
足
丸
十
七
人
、

説

第
二
+
穴
巷

F、
豆正

苑

士
大
七

第
五
観

助
姉
、
と
謹
民
的
止
措

今

..司......".，-



必

苑

八
し
ハ

助
抑
止
d
E
民
の
生
活

第
二
十
大
器

七
六
λ

第
九
椋

華
人
一
一
付

百
三
十
二
文
一
一
層
、

〆
比
企
査
咽
一
一
一
7
ハntr
五
百
ヘ
文入

品
賃
銭
ご
農
民
の
生
活

衣
に
人
川
町
賃
銭
に
つ
い
て
少
し
(
論
述
す
る
。
も
芭
よ
h
各
宿
四
時
間
の
距
離
又
は
道
路
め
難
易
等
に
よ
り

て
多
少
が
あ
h
、
時
代
に
よ
h
異
同
が
あ
る
。
今
各
宿
際
問

ω人
医
均
賃
銭
に
つ
い
て
一
々
之
を
車
内
、
る
は
殆
ん
Y
一

無
期
之
事
た
る
べ
き
が
故
に
之
を
省
略
し
、
議
に
は
時
代
Z
共
に
如
何
に
襲
還
し
ゆ
き
し
か
じ
就
て
版
制
す
る
。

等
し
〈
人
馬
賃
銭
ご
裕
す
る
色
、
こ
れ
に
御
定
賃
銭
ご
相
調
賃
銭
Z
が
あ
る
o

前
者
は
幕
府
公
定
の
賃
銭
で
め

h
、
相
相
剖
賃
銭
は
そ
の
名
の
示
す
が
如
〈
相
封
を
以
て
定
む
る
賃
銭
で
あ
る
o

御
定
賃
銭
に
就
て
は
多
少
こ
れ
を

知
る
を
得
る
も
相
針
賃
銭
に
歪
つ
て
は
殆
ん

E
今
こ
れ
を
知
る
仁
難
い
。
た
い
V

相
調
賃
銭
は
御
定
賃
銭
よ
'
り
も
高

額
で
あ
っ
た
。
明
治
元
年
の
A
T
に
『
:
・
-
叉
従
来
定
例
の
如
〈
相
調
人
馬
賃
銭
は
概

L
て
定
賃
銭
の
倍
増
を
牧

る
を
聞
〈
、
非
理
も
亦
甚
だ
し
ご
す
。
今
止
な
を
待
ざ
る
そ
以
て
六
倍
五
割
増
の
令
め
る
も
的
は
、
非
常
的
高
僚
に

し
て
縦
令
相
謝
賃
銭
正
雄
も
殆
ん

E
径
庭
な
き
も
の
記
・
9
」
云
キ
ピ
あ
る
。
鼓
に
は
た
M
Y

御
定
賃
銭
に
つ
い
て
少

L
〈
の
べ
て
見
皮
ぃ
。
古
〈
は
慶
長
七
年
二
月
掛
尻
騨
に
A
T
し
て
各
地
駄
馬
の
賃
伎
を
定
め
、
叉
同
年
六
月
騨
法

を
改
正
し
「

-a

凡
品
、
駄
荷
は
そ
の
相
官
重
を
梓
・
り
而
後
其
賃
銭
を
定
む
ぺ
し
」
一
五
与
Z
A
T
じ
て
ゐ
る
が
、
詳
細
は

明
ら
か
で
な
い
υ

叉
山
艦
長
九
年
二
月
は
じ
め
て
官
道
り
駄
賃
銭
e

伊
定
め
て
一
旦
十
六
文
Z
し
て
ゐ
る
。
叉
元
和
二

年
十
↑
月
に
は
各
躍
に
A
T
L
て
侍
馬
及
び
駄
馬
的
鴛
量
を
一
駄
四
十
貫
目
ご
し
、
江
戸
よ
h
品
川
に
至
る
一
駄
賃

( 

ー
) 

廊遁局記録(騨盟ぇ1.考詮、 454頁)
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銭
銀
銭
三
十
阿
文
板
矯
へ
三
十
九
文
、
人
夫
は
馬
の
竿
額
Z
定
め
て
ゐ
る

J

叉
寛
永
入
年
七
月
に
は
近
年
水
豆
騰

貴
の
故
を
以
て
、
江
戸
よ
ち
品
川
に
至
る
一
駄
の
賃
銭
及
び
莱
掛
荷
山
し

τ騎
を
粂
ぬ
る
も
の
は
共
に
五
十
文
Z

L
、
唯
騎
す
る
も
の
は
三
十
二
支
、
際
夫
は
二
十
五
文
ご
定
め
て
ゐ
る
o

其
の
他
一
々
こ
れ
を
あ
十
る
の
煩
に
堪

へ
な
い
が
、
屡
々
賃
銭
を
増
し
、
或
は
こ
れ
を
減
じ
、
叉
増
し
て
ゐ
る
。
然
I
次
第
に
人
隠
賃
舘
増
加
の
勢
あ
り

し
事
は
嘗
然
で
あ
る
。
幕
府
は
正
徳
元
年
に
至
っ
て
天
和
二
年
の
四
時
法
を
令
仁
高
治
三
年
の
賃
銭
に
復

L
て
ゐ
る

叫
ん
、
後
年
氷
〈
明
治
に
至
る
ま
で
或
は
人
町
内
賃
俊
二
割
を
増
す
芭
云
ひ
、
五
割
ep
増
す
さ
い
び
、
叉
六
倍
五
割
増

等
ご
い
ふ
は
、
皆
ニ
の

E
徳
元
年
に
お
け
る
人
馬
賃
銭
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
人
馬
管
伎
の
一
史
一
止
は
、
或
は
街
道

会
般
に
一
旦
る
ニ
ご
あ
ら
(
例
へ
ば
元
蔽
三
年
荒
月
、
寛
政
九
年
十
一
月
等
)
、
叉
一
宿
若

L
f
は
投
宿
に
限
る
こ
Z

が
あ
る
。
放
に
葱
に
は
東
海
道
一
一
一
の
宿
躍
に

ρ
い
て
若
干
を
摘
録
す
る
に
止
め
る
。

例
之
東
海
道
岡
崎
宿
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
る
に
、
そ
の
鎚
遜

ω概
要
次
の
知
可
で
あ
る
o

川

一

、

鹿

安

凹

卯

八

月

二

日

和

同

一

、

天

利

二

年

高

札

間

一

、

問

崎

よ

り

藤

川

へ

間

一

、

岡

崎

k

m
藤
川
へ

JIj; 

十
プミ
ま;

JIj; 

四
十
四
文

の
り
か
け
(
人
と
d
h

に
)

同

画H

荷
物
な

f
L
て
抜
人
を
騎
す
れ
パ

二
十
三
文

荷
物
な
き
と
き
は

二
十
九
文

人
足
質

文

JIj; 

ハ
十
二
丈

荷
物
な
〈
し
て
放
人
を
騎
す
れ
バ

四

十

文

司
一
、
同
時
よ
り
池
餌
鮒
へ

蹄
り
馬
由
駄
貨
同
前
、

献

百

四

文

第
五
線

λ 
七

体
二
十
六
巷

七
六
九

説

苑

跡
地
主
直
即
時
相
生
活

騨週芯寺誼 '33'<(車問宮桐賀記附録)、 145頁(令峰司、寛永軍岡)150頁(官

徳院殿御質問、讃歌掴iII!，Jl:氷高岡}
隠避高幸苛 215頁、(大成令、情+大制帽)
自語使質第一¥「一倍亘書『晴人忌iti量仕翠書L同上第二十一、「正徳元年五月
御向札之佐J等参R旬、
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説

苑

刷
郷
と
農
旧
同
白
血
括

白
り
島
け

荷
物
た
さ
時
仕

入
足
賃

(は)
(甲)一

、ヨE
阿 蹴
崎 三
よ勾三
旬白
藤?.'lj
)11 tも
へ

駄
山
り
か
け

荷
物
た
き
時
は

人
足
貨

他
一
、
阿
崎
よ
り
拙
鯉
鮒
へ

~， 
、J
J
‘
7

6
l
o
p
-

荷
物
な
さ
時
は

人
夫
貨

(に)
(甲)一、

質
問刀ζ

崎四
よ.!r.
リ七
臨月
川市
へ 札

一
駄

の
，
か
け

荷
物
な
き
時
ほ

人
夫
賃

第
二
十
六
巻

相
七

O

同

前

侶
一
、
岡
崎
よ
り
拙
蝕
鮒
へ

大
十

E
文

駄

耳

十

文

、，
l

B

r

ι
U
訪
日

荷
物
な
き
時
は

人
夫
賃

ハ

十

文

(ほ)
{甲)て

、正
1/1.1 t~ 
崎 元
上 年
り'!i
藤 月
JJI v.J 
n 市

キL"

間

前
三
十
九
文

W!; 

+ 
文

の
り
か
け。

か
ら
尻

官
三
十
五
文

人

足

同

自'1

(乙)

、
同
叫k
よ
り
j血
S哩
!.I1 
へ

凡
十
六
J
1

1ft 

ハ
十
大
正

b

り
か
け

か
ら
此

人

A

七
十
八
丈1

 
自

{へ)
(甲〕て

主正
本阿草
馬11)崎 二

よ.!r-
円←十

藤一
)1[月
へ 京

1毎
z且
越
且
百日

JP] 五

十

文

三
十
九
文

か
ら
尻

第
五
腕

λ‘ 
A 

百
七
，
1
五
文H

 
画

百
十
六
文

ドサ八
十
六
文

士
イ

λ
文

同

出

五
十
一
文

十
カ
文

百
じ
十
古
文

同

自il

百
十
六
人
文

λ
十
六
文

百

五

iuλ

七
十
六
文

岡崎市史(栴四笹第六制完掴第三平WJ榔)参照
徳川四E将空挺坤審、を二十九、 325頁喜多服、(日本経済贋普第三十六智)
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人
足

五
十
一
文

本
馬

百
二
十
一
文

伸
一
、
岡
崎
よ
り
藤
川
へ

正
徳
元
年
以
降
安
永
四
年
に
人
馬
賃
銭
を
ま
し
延
一
一
字
泡
に
兎
に
三
樹
培
、
天
明
五
年
七
月
白
今
十
年
間
四
割

増
、
文
化
十
年
正
月
五
ゲ
年
を
期
正
し
て
五
割
増
、
天
保
入
年
七
割
培
、
天
保
十
四
年
三
割
増
、
電
話
永
三
年
正
月

三
割
増
、
安
政
一
元
年
十
二
月
五
年
を
期
ご
し
て
五
割
増
、
文
久
三
年
二
月
三
倍
増
慶
肱
三
年
十
月
六
倍
五
割

増
、
明
治
一
苅
年
四
月
人
夫
一
人
一
旦
一
五
賃
銭
二
十
文
Z
L
て
之
に
加
ふ
に
六
術
五
割
を
以
て
す
。
こ
れ
附
崎
宿
に

闘
す
る
も
の
、
各
宿
の
柑
賃
伎
は
必
ら
す
し
も
同
一
時
に
行
は
れ
す
、
ヌ
同
額
ピ
限
ら
な
か
っ
た
。
要
は
右
掲
「

る
ご
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
号
の
出
世
涯
の
あ
ご
を
示
す
こ
ご
を
得
れ
ば
足
る
o

(
=
)
失
に
然
ら
は
こ
れ
ら
の
入
時
賃
銭
の
増
額
は
、
果
し
て
何

ω目
的
の
斜
め
に
行
れ
た
か
。
米
豆
勝
賞
の
た

め
叉
凶
年
の
た
め
宿
騨
困
窮
等
の
理
由
を
以
て
行
れ
て
ゐ
る
が
、
克
に
-
』
れ
ら
の
人
馬
賃
伎
が
如
何
に
仕
課
さ
れ

し
か
を
厨
み
川
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
o

「
白
宿
便
覧
」
載
す
る
さ
こ
ろ
の
『
最
倍
五
割
増
人
馬
賃
銭
仕
謬
書
」
に
よ
る
に
這
般
の
消
息
は
ほ

v
明
ら
か
で
あ

(乙)

附

時
よ
り

z血
S堅
田町
へ

功、
b
H此

-
七
十
士
41

耳、

馬

人

足

五
十
九
文

二
百
三
十
一

11

か
ら
尻

乙
一
、
岡
崎
よ
り
地
阻
別

百
五
十
文

人
j旦

百
十
一
八
丈

寸、
a恥

二
百
六
+
五
FI

百
七
十
ニ
じ
れ
入

か
ら
尻

人

)Jl 

百
三
十
一
一
一
文

る
O

郎
ち
次
の
却
し
。

設

苑

第
二
十
回
ハ
巷

七
仁

第
五
掠

J、
7L 

助
曲
師
、
と
農
民
の
生
活

なり(問由 '94品)と、 t~\川地財合型叫笹、告二十九(日本経済哉書第三十六
巻327頁)歩111{

字海1i.牛改正諸国案内法1I1、字陣1..Ir~n!X あづ士路η担、牢保十六年限1家出活
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話

苑

串
ニ
+
六
容

ブL

O 

七
七

第
五
蹴

当~= ロ
田

へ

華型
且の

民
白
生
活

十
入
丈

事『
'11 

人
足
一
人

是
ρ
皆
宿
助
成

賃
銭
百
凶
十
七
宜

此

謀

二
十
八
文

玉
割
柑
(
子
三
月
よ
阿
川
引
髄

元
賃
銭

内
八
丈

宿
曲
成

五
十
ヒ
目
叫
ん

内
川
h
i

口
銭
宿
山
成

制
人
足
へ
渡
ナ

十

文

助
人
足
へ
躍
す

二
十
九
'i

置
制
机
哨

五
十
三
文

ター

割
噌

内
九
正

日
明
助
成

内
刊
文

M 
JVJ 
r& 

十

文

h
郎
h
t

I
9
1
h
 

J、
文

別
人
足
へ
渡
す

勤
人
必
へ
雄
鈍
合
し
て
七
十
九
文

一一一一一一一

帥
も
人
足
一
人
の
賃
銭
稗

LfL
百
四
十
七
文
ご
い
ふ
己
い
ヘ
ド
と
も
・
賞
際
勤
人
足
が
受
取
る
ご
こ
の
賃
銭
は
七

十
九
文
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
o

帥
も
稗
L
て
人
馬
賃
銭
三
割
増
五
割
増
己
い
ふ
も
、
そ
の
悉
〈
が
勤
人
足
山
手

中
に
蹄
せ
し
も

ωご
思
ふ
な
ら
ば
大
ひ
な
る
諜
で
あ
る
o

帥
ち
右
表
に
見
る
が
如
〈
、
二
割
増
ピ
相
附
し
て
ゐ
る
十

一
文

ω内
五
文
は
宿
助
成
で
あ
旬
、
六
文
が
勤
人
足

ω手
に
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
賞
は
一
一
削
(
強
)
増
で
わ
h

，.

更
に
一
一
一
割
墳
十
八
文
は
.
そ
の
悉
〈
が
宿
助
成
で
あ
っ
て
、
勤
人
足
へ
は
一
文
も
渡
ら
向
。
第
二
回
五
割
増
り
分

色
、
同
様
に
勤
人
足
は
何
ら
所
論
「
人
町
内
賃
銭
五
割
増
」
の
恩
恵
に
ゐ
づ
か
る
芭
こ
ろ
な
き
も
の
で
ゐ
る
。
今
守
人

馬
賃
銭
一
一
倍
五
割
増
」
の
金
額
九
十
文
台
分
訴
す
る
に
、
宿
助
成
四
十
四
文
で
ゐ
っ
て
殆
ん
ど
そ
の
な
か
ば
に
常

る
。
し
か
し
て
勤
人
足
二
十
六
文
、
助
郷
功
成
二
十
文
ご
い
ふ
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
少
将
を
以
て
見
て
も
所
調

「
人
馬
賃
銭
培
』
が
如
何
な
る
円
的
の
宛
め
に
な
き
れ
た
か
uw
判
か
る
で
あ
ら
う

Q

ー・駄、 主あるにおな E、
弘化四年諸岡逝申肢かピ品11鈍は三れに同じ.
東海道御油価問民、土井氏師纂白羽本古口、御油宿に闘聯して宿腿白事 ~il日
時す、
11市首Q1白より
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一
、
本
馬
一
正

な
ほ
本
馬
及
び
粧
尻
の
分
も
奉
考
の
待
め
に
掲
ぐ
る
な
ら
ば
、
次
の
知
〈
で
あ
る
。

賃
銭
百
九
十
三
文

民
健
二
百
九
寸
三
文

且じ
i理

百
十
八
丈

一
疋
賃
銭

u
時
宿
助
成

訓
局
へ
挫
す

内
八
文

百
十
文

丈

制
3廿

内
十
一
ー
文

出
曲
成

十

丈

勤
馬
へ
渡
す

三
十
四
文

は
ほ
ハ
時
荷
山
成

五
十
七
文

内
十
七
文

'!iU 

Jjt 

五
削
指

宿
助
成

四
十
文

勘
馬
へ
渡
ナ

五
十
七
丈

E
制
哨

内

七

丈

楢
助
成

ーヲ一一一一

四

十

文

山

郷

助

成

勤
馬
へ
法
る
鏡
台
し
て
百
六
十
ニ
文

め

て
制
尻
一
疋

苑

助
榔
k
農
民
自
生
活

1ilt 

止包

号事

じ
十
五
丈

内
四
文

ヒ
十
一
文

十
主
文

内
七
文

ノ、
文

一
十
三
文

是
内
山
首
街
助
成

一
十
七
丈

内
十
一
文

十
六
丈

=
一
十
八
丈

内
十
一
文

二
十
じ
文

助
馬
へ
漉
銭
合
し
て
百
九
文
』

第
二
十
六
巷

七
七
三

フE

11 
1~ 

正徳元年五月定むる}j/fのものを云五、なほ白出便覧者会H昔、
iE徳元年五月。高札に上るに円(I夜調 L念に通る曜は腕尻l士山るとも本騨

貨と同前たるペt.J主、

日
銭
山
畑
山
成

抗
馬
へ
此
す

事1)

栴

JN
功
或

4
1
1
 

勤
馬
へ
挫
す

劃l
靖

五
割
噌

術
幽
成

動
馬
へ
践
す

五
割
情

d
H
功
虫

3

j

I

 

b
白
h
占

』

2
1
!

15) 
16) 
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肱

苑

助
郷
と
鹿
島
由
生
活

第
二
十
六
巻

七
七
四

第
五
蛾

九

( 

ー一一) 

-・.. 

以
上
で
も
っ
て
人
馬
賃
銭
の
裁
選
及
び
割
増
賃
銭
の
内
容
を
簡
単
に
吟
味
し
た
が
、
真
に
一
』
、
に
人
馬
賃

銭
に
附
随
せ
る
役
料
米
制
度
ご
も
呼
ば
る
ぺ
き
も
の
に
つ
い
て
一
言
し
ゃ
う
o

い
ふ
芭
こ
ろ
の
役
料
米
ご
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
幕
末
(
お
そ
わ
〈
耕
ら
ん
)
仁
お
い
て
東
海
道
一
二
の
宿
助
郷
間

に
行
は
れ
宇
〈
な
〈
と
も
)
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
課
役
に
胞
で
し
者
が
正
規
賃
銭
の
外
に
少
額
の
米
を
受
〈
る
も

の
即
も
こ
れ
で
ゐ
る
。
椴
h
に
こ
れ
を
名
付
り
て
役
料
米
制
度
ご
い
ふ
。
私
は
上
に
少
額
の
米
を
う
〈
る
芭
の
べ

た
が
、
質
は
例
へ
ば
一
回
に
つ
い
て
一
升
五
合
・
(
夜
間
は
一
升
七
苧
と
す
)
の
役
料
米
を
受
く
る
ピ
い
っ
て
も
、
こ
れ
を

貰
っ
て
飾
る
ご
い
ふ
の
で
は
な
く
、
暑
の
者

ω役
料
米
の
一
年
分
の
合
計
高
を
・
そ
の
年
末
に
お
り
る
大
割
勘
定

に
お
い
て
年
貢
米
よ
h
差
引
い
て
貰
ふ
の
で
あ
る
。
か
〈
て
牛
貢
米

ω減
少
に
よ
っ
て
諸
侯

ω財
政
に
影
響
を
及

は
す
べ
〈
、
而
も
そ
れ
は
幕
府
直
轄

ω道
中
奉
行
管
下
仁
ゐ
る
騨
政
に
闘
し
て
か
、
る
こ
ご
が
行
は
る
、
の
で
ゐ

る
か
ら
・
如
何
に
も
理
解
し
難
き
鶴
態
的
山
り
も
の
な
b
ε
も
考
へ
ら
れ
る
が
、
然
し
他
面
よ
b
考
ふ
れ
ば
、
こ
の

制
度
は
助
郷
課
徴

ω増
大
に
よ
b
農
村
の
生
産
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
-
』
吉
愈
よ
大
正
な
b
助
郷
廃
民
が
課
役
を
古

痛

t
L
て
こ
れ
を
嫌
悪
せ
し
が
潟
め
(
後
遺
そ
の
出
役
挨
帥
聞
の
矯
め
に
設
け
ら
れ
し
も
の
に
非
宇
や
ご
も
考
へ
ら

れ
る
。
而
し

τ質
際
に
は
領
主
に
納
入
す
べ
き
い
は
ゆ
る
御
年
貢
は
出
役
義
務
者
(
前
越
の
如
〈
高
持
の
も
内
を
い
ふ
)
に

し
て
義
務
高
以
上
出
役
せ
し
も
の
ご
、
そ
の
然
ら

g
b
Lも
の
ご
の
問
に
お
い
て
差
引
せ
ら
れ
(
師
も
村
民
脊
白
山
間

に
お
い
て
)
会
に
納
入
す
べ
き
正
租
に
は
影
響
な
か
め

L
も
の
ど
お
も
は
る
、
。
古
老
の
談
に
よ
る
に
、
課
微
増
大

の
斜
め
に
多
〈
の
場
合
事
質
己
し
て
年
貢
を
差
引
る
、
が
如
き
事
は
稀
で
あ
っ
て
、
却
っ
て

P
F
E
Z
し
て

E
租

ご
し

τ納
む
べ
き
も
の
、
五
割
、
一
倍
二
倍
甚
だ
し
き
に
至
つ
て
は
三
倍
五
倍
の
額
を
御
侍
馬
の
た
め
の
村
入
用

同l



ご
し

τ差
出
し
た
も
の
も
ゐ
っ
た
ご
い
ふ
。
あ
る
家
の
如
き
十
石
の
取
入
れ
の
中
三
石
を
正
租
己
し
て
出
し
、
夏

に
こ
の
役
不
足
正
し
て
六
石
を
差
出
し
、
自
ら
牧
む
る
さ
ニ
ろ
僅
か
に
賞
際
牧
獲
高
の
十
分
の
一
た
る
一
石
に
す

ぎ
な
か
っ
た
ご
い
ふ
。
蛍
時
の
助
郷
謀
役
が
、
農
民
の
経
済
生
活
に
如
何
に
悲
惨
な
る
影
響
を
奥
へ
た

h
し
か

は
・
-
』
の
一
事
を
一
以
E
も
察
知
す
る
ニ
吉
が
出
来
る
o

所
謂
正
租
が
耕
作
人
の
負
曲
目
た
り
し
に
反
し
て
、
こ
の
助

郷
謀
役
が
高
掛
り
ル
め
も

ωた
り
し
闘
係
上
、
い
は
ゆ
る
高
持
連
中
の
悶
鰐
は
一
一
暦
で
ゐ
っ
た
。
か
の
「
高
幅
慣
れ
」
t

い
ふ
語
は
貨
に
か
〈
し
て
地
主
連
中
の
崩
壊
せ

L
を
稀
す
る
も
の
で
あ
る
o

一
二
河
園
二
川
宿
助
郷
加
茂
村
の
徳
左

衛
門
は
、
持
高
二
千
石
近
隣
比
源
な
き
豪
家
で
め
っ
た
が
、
こ
の
潟
め
に
幕
末
に
及
ん
で
遂
に
破
産
し
て
村
退
輔

の
止
む
な
さ
に
至
h
L
Z
い
ふ
(
註
〕
O

こ
の
外
そ
の
例
は
多
く
今
筒
口
碑
己
し
て
侍
る
程

ωも
の
も
砂
〈
な
い
。

然
ら
ば
無
高
又
は
そ
れ
に
近
、
き
も
の
は
、

ζ
m
r
課
役
に
影
響
せ
ら
る
、
ご
こ
ん
な
〈
、
寧
ろ
農
閑
時
の
稼

Z
な

h
大
ひ
に
産
を
成
せ
し
も
の
ゐ
り
や
さ
い
ふ
に
、
未
村
μ
炉
、
る
も
の
あ
り

L
を
聞
か
な
い
。
蓋
し
賞
時
の
制
ご
し

て
年
貢
は
耕
作
人
の
負
循
た

h
、
農
民

ω生
活
決
し
て
徐
裕
ゐ

h
ご
い
ひ
得
ぎ
り
し
が
故
仁
、
且
又
農
業
耕
作
を

本
務
ご
せ

F
る
べ
か
ら

F
Lリ
し
が
鋳
め
に
、
時
間
的
に
も
閑
暇
に
乏
し
か
り
し
が
放
で
あ
ら
う
。

(
位
-
)
古
老
説
。
な
ほ
ζ

の
駄
に
つ
き
見
の
が
す
を
え

f
る
は
常
時
四
農
村
に
あ
り
て
、
商
工
業
を
い
と
な
み
し
も
の
が
乙
の
助
抑
制
肢
の
影
響

劫
掘
と
島
島
町
止
活

を
う
(
る
世
帯
な

f
(倒
へ
ば
酒
醤
油
停
の
製
世
家
年
)
し
て
躍
を
な
せ
し
者
ち
り
し
事
な
り
、
し
か
し
て
そ
の
尤
な
る
も
の
は
ヂ
ポ
て
金
摘
を
握
り

て
金
貸
し
を
替
品
大
な
る
も
り
は
請
侯
に
貸
臼
〈
る
轄
権
政
亦
あ
が
り
て
特
樺
を
有
す
る
に
王
り
た
る
も
白
す
〈
な
し
と
せ
ず
、
而
し
で
こ
和
ら

特
構
を
有
す
る
も
の
に
よ
り
て
高
持
連
中
山
オ
地
を
合
せ
ら
れ

L
事
幕
末
に
比
ぷ
に
佐
世
て
糊
〈
揃
著
な
る
色
白
あ
り
し
も
由
、
し
か
亀
彼
等
は

す
で
に
壷
捕
の
特
捕
を
摘
す
る
に
よ
り
て
車
な
る
地
主
の
う
け
し
が
如
き
助
郷
負
強
山
菅

L
み
を
う
〈
る
串
比
較
的
小
に
し
て
よ
〈
こ
れ
を
切
り

抜
く
る
を
え
た
る
も
由
な
り
と
解
せ
ら
る
。

第
五
挽

第
二
十
六
巻

七
七
五

詑

要E

タL

戸、-."



第
二
十
六
巻

官

拘

助
蜘
捕
と
農
民
府
生
活

七
七
大

第
五
披

九
四

真
に
叉
人
馬
賃
銭
の
項
下
に
逸
す
吋
か
ら

g
る
事
は
、
往
来

ω眉
'q
に
し
て
一
元
来
は
人
馬
賃
銭
を
椀
ふ
ぺ

き
も
の
が
、
構
成
を
笠
に
し
て
こ
れ
を
抽
酬
は

F
る
も
の
あ
り
し
事
で
あ
る
。
叉
目
白
卿
な
Y
」
に
は
僅
か
の
賃
銭
を
年

賦
拐
ピ
な
し
・
或
は
終
に
会
〈
梯
は

g
hし
も
の
が
多
か
っ
た
。
例
へ
ば
東
海
道
二
川
宿
に
お
い

τ
文
政
.
十
二

年
、
「
高
倉
様
此
他
七
方
様
御
参
向
御
蹄
京
過
人
足
賃
銭
年
賦
御
渡
一
被
成
候
拘
』
に
よ
る
に

(
固
)

『

畳

高
倉
宰
相
様

i

(

マ
、
}

嗣
夢
向
之
分
人
足
三
十
一
人
此
賃
銭
萱
貰
究
官
拾
凹
文
、
文
政
入
年
目
年

S
車
卯
年
記
七
ヶ
年
賦
武
百
廿
九
女
喜
子
両
年
分
削
百
五
拾
λ
文

坊
披
中
納
首
様

01 

中
山
道
根
橋
洗
馬
宿

{

守

、

)

人
足
拾
参
入
比
賃
銭
七
官
三
文
、
文
政
拾
富
年
よ
掠
る
子
年
迄
五
拾
ヶ
年
賦
一
ヶ
年
分
拾
歩
文
、
事
子
威
ヶ
年
分
蛇
拾
六
文

目
下
略
』

七
ヶ
年
賦
は
ま
だ
し
も
五
十
ゲ
年
賦

t
は
驚
か
さ
る
を
得
ぬ
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
多
〈
が
モ
の
ま
、
未
抑

ご
な
b
し
事
は
・
敢

τ附
言
す
る
を
要
し
な
い
で
ゐ
ら
う
。
し
か
の
み
な
ら
ず
る
卿
の
入
魂
金
正
都
し
て
彼
等

ω

通
行
に
ゐ
た

b
て
宿
即
時
よ
h
一
ニ
爾
乃
至
一
一
闘
を
差
出
し
た
ど
い
ふ
こ
ョ
乙
で
あ
る
。

(
宜
)
直
接
人
馬
賃
銭
古
関
係
は
な
い
が
、
規
定
重
量
以
上
ψ
荷
物
に

τ通
行
す
る
も
の
多
f
、
た
め
に
宿
助
郷

共
に
苦
し
ん
だ
。
勿
論
幕
府
は
こ
れ
ら

ω不
正
を
質
さ
ん
が
鋳
め
に
、
東
海
道
品
川
、
府
中
.
草
津
、
中
山
道
板

橋
、
洗
馬
及
び
目
先
道
中
千
住
、
宇
都
宮
の
各
宿
牒
に
荷
物
改
所
を
泣
い
た
。
(
正
徳
二
年
)
「
五
時
便
覧
」
に
臼
わ

『
荷
物
貰
闘
改
所
之
事
。

}
金
六
十
五
繭
抱

来
誌
遺
品
川
府
中
草
樟
宿
、

一
会
E
十
両
宛
、

車甲侍馬及び情描註文を有するも白書E貨とす、

岡崎市史第四谷参岡

なほ徳川理財官喪巻二十九(日本細湾般書第三十六巻).317瓦歩問。

17) 

18) 
19) 

，4"--.帽，・ 1



宥
山
雄
入
荷
物
貰
目
不
法
之
儀
錦
之
様
貰
目
政
之
場
所
可
申
付
旨
正
徳
ニ
長
年
調
老
中
嗣
訓
座
品
而
秋
元
但
馬
守
殿
松
平
眉
且
守
殿
大
久

保
大
隅
守
殿
よ
り
被
仰
渡
銘
商
入
用
有
之
詔
年
々
被
下
之
。

一
企
二
十
五
岡
宛

日
光
道
中
千
住
宇
都
宮
宿
、

右
ニ
ヶ
所
賀
民
政
問
ρ

寛
保
三
年
稲
生
下
野
守
水
野
山
披
守
殿
勘
役
之
簡
松
平
点
近
勝
蛇
殿
御
伺
之
上
被
下
之
』
。
云
云
、

し
か
も
な
ほ
往
来
の
人
士
貫
目
不
正
の
も
の
多
〈
、
幕
府
は
屡
I
こ
れ
が
戒
傍
を
な
し
て
ゐ
る
が
、
依
然
ご
し

て
弊
風
が
や
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
賞
目
改
所
の
放
の
僅
少
正
ヤ
ム
事
に
も
よ
る
。
そ
こ
で
幕
府
で
は
天
保
十
四

卯
年
に
至
っ
て
、
五
街
道
宿
々
に
秤
一
挺
宛
を
下
附
し
て
ゐ
る
日
弊
風
い
よ
y
tよ
か
ん
で
宿
助
郷
人
夫
の
迷
惑

大
な
b
し
に
よ
る
事
は
勿
論
で
め
る
が
、
延
い
て
又
交
通
上
り
停
滞
金
生
性
ル
が
錦
め
で
ゐ
品
。
然
し
な
は
こ
の

m
 

重
量
制
限
に
違
反
せ
し
も
の
が
す
〈
な
〈
な
か
っ
た
。
「
附
崎
宿
町
年
寄
控
帳
」
に
臼
〈
。
「
R

宮
家
来
御
入
用
人
足

例
へ
ば
二
百
五
十
人
な
れ
ば
五
百
人
も
差
出
候
、
右
の
隷
は
一
人
持
五
貫
目
の
ご
こ
ろ
十
貫
目
も
省
之
候
て
も
何

t
も
申
事
不
相
成
候
閑
人
歌
右
之
過
多
分
に
差
出
候
事
に
候
」
云
一
そ
ご
。
な
は
此
の
弊
風
は
幕
末
維
新
の
際
に

至
る
も
依
然
ご
し
て
行
は
れ
、
こ
の
允
め
に
助
郷
農
民
の
苦
痛
ご
せ
し
Z
こ
ろ
亦
大
な
b
し
は
古
老
に
聞
く
さ
こ

ろ
で
あ
る
。

こ
の
制
限
重
量
に
つ
い
て
は
、
幕
府
の
初
期
(
例
へ
ぽ
鹿
甚
大
、
七
、
十
六
各
年
)
に
お
い
て
多
少
の
差
が
あ
る
が
、
以

後
殆
ん
ど
同
一
で
あ
り
幕
末
に
至
っ
て
や
、
か
る
〈
な
っ
て
ゐ
る
も

ω
、
如
く
で
あ
る
。
多
考
の
錦
め
に
正
徳
元

年
に
お
り
る
高
札
を
見
る
に
日
〈
。

『
一
、
駄
賃
並
一
一
人
足
荷
物
自
・
現
第
。

御
停
馬
並
=
駄
賃
之
荷
物
室
主
四
十
貫
目

第
二
十
六
巷

第
五
按

え
宜

施

七
七
士

詑

助
廊
と
量
民
の
生
活

徳川理財官製巻二十丸(日本経済叢書第三十六壱)3'7頁以下.

宣腿闇聾第五事服、

岡崎市民第四巷歩間

20) 
21) 

22) 
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設

現包

九

第
二
十
六
巻

第
五
貌

助
噛
と
農
民
白
止
活

七
七
λ

歩
行
も
ち
白
荷
物
重
さ

E
貫
目

長
持
お
も
さ
三
十
貫
目

但
L
人
足
一
人
持
五
貫
目
之
蹴
り
三
十
貰
目
白
荷
物
同
六
人
し
て
持
ワ
ペ

L
o
そ
れ
よ
り
聴
き
荷
物
は
貰
自
に
従
ひ
て
人
知
減
ず
べ

L
O
乙
白
井
何
れ
白
荷
物
も
と
れ
に
櫓
ず
べ

L
。

乗
物
一
挺
衣
人
足
六
人
、

山
乗
物
一
挺
主
人
足
回
入
、
弓
云
一
百
。

し
か
も
こ
れ
ら
の
制
限
が
多
〈
権
威
者
に
依
り
て
無
鵡
せ
ら
れ
た
与
し
は
前
述
の
如
〈
で
あ
る
。

(
六
)
次
に
叉
宿
牒
よ
ち
遠
き
助
郷
村
々
は
勿
論
.
然
ら
ゴ
る
も
の
さ
い
へ
ど
も
、
課
徴
の
増
大
正
共
に
人
馬
勤

方
り
請
負
を
宿
方
に
依
頼
す
る
も
の
砂
な
か
ら
す
、
こ
の
雇
銭
は
人
馬
賃
銭
に
比
し
て
多
額
に
の
ぼ
h
・
農
民
の

苦
痛
言
せ
し
正
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
農
業
か
せ
ぎ
の
鋳
め
止
む
を
得
宇
依
頼
せ
古
る
を
得
な
い
場
合
が
多
か
っ

1~ 。

幕
府
の
封
宿
騨
保
護
助
成
維
持
策
ご
農
民
の
生
活

次
に
幕
府
の
宿
障
に
謝
す
る
方
針
、
主
Z
し
て
そ
の
助
成
策
を
諭

ι、
且
っ
そ
の
効
果
如
何
を
質
し
て
以
て
、

こ
れ
が
助
郷
々
村
に
謝
す
る
影
響
に
言
及
し
た
い
ご
忠
ム
。
蓋
し
幕
府

ω宿
躍
に
劃
す
る
保
護
助
成
に
し
て
完
き

も
の
あ
ら
ん
か
、
或
は
助
郷
制
度

ω如
き
も
の
、
費
生
を
見
F
b
し
ゃ
も
は
か
る
ぺ
か
ら
十
。
又
助
郷
制
度
寅
施

後
に
お
い
て
、
宿
躍
を
待
つ
に
余
h
仁
寛
容
な
ら
ん
か
・
負
傷
は
自
ら
肋
郷
々
村
に
重
炉
る
〈
(
、
従
っ
て
本
稿

に
論
守
ん
Z
欲
す
る
助
郷
農
民
の
生
活
に
及
ぽ
す
Z
こ
ろ
の
影
響
亦
僅
少
な
ら
F
る
ぺ
き
が
放
で
あ
る
。
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抑
b
徳
川
氏
騨
政
の
主
旨
己
す
る
ご
こ
ろ
は
、
会
文
書
の
往
復
、
官
吏
及
び
諸
侯
の
旅
行
公
用
物
の
混
迭
の
事

で
あ
っ
花
。
こ
れ
即
も
幕
府

.v種
々
の
謝
策
を
講
じ
、
助
成
策
を
案
じ
、
幾
多
の
金
穀
を
投
じ
て
以
て
宿
騨

ω維

持
に
努
め
し
所
以
で
ゐ
る
。

二
}
幕
府
の
宿
輝
維
持
策
凶
第
一
は
、
宿
騨
に
劃
す
る
地
子
弛
許
及
び
馬
飼
地
下
賜
で
あ
る
。
も
正
よ

V
こ
の

政
策
は
徳
川
氏
の
創
見
で
は
な
い
。
鎖
骨
本
紀
に
所
調
「
諸
岡
田
牌
超
稲
』
ご
あ
る
が
如
き
は
即
も
こ
れ
で
あ
る
。
新

編
武
蔵
園
風
土
記
摘
に
「
鹿
長
六
年

E
月
徳
川
家
康
彦
坂
元
正
等
に
命
じ
て
東
海
道
を
巡
視
せ
し
む
@
此
時
品
川

郷
を
以
て
騨
侍
に
列
し
、
騨
馬
三
十
六
疋
を
置
し
め
五
千
坪
の
地
千
伝
兎
や
』
正
ゐ
h
o
M
A
宿
村
大
瓶
帳
に
「
(
式

年
)
東
海
道
白
須
賀
.
二
川
、
御
泊
三
鷹
の
地
子
を
見
守
』

ιゐ
る
が
如
き
は
こ
れ
で
ゐ
る
。
元
和
二
年
前
後
に
於

て
語
道
各
四
時
の
地
子
を
品
目
じ
て
ゐ
る
o

然
し
地
子
免
除
な
き
も
の
、
叉
池
子
免
除
な
〈
地
子
代
ご
し
て
(
例
へ
は
期

目
宿
)
米
二
十
石
を
給
せ
ら
る
、
も
の
も
ゐ
っ
た
。
叉
領
主
よ
ム
リ
(
中
山
道
府
本
宿
由
加
，
K
)

兎
除
せ
ら
る
、
も
の
も
あ
っ

'』。
サ
，

第
二
の
維
持
策
は
継
飛
脚
給
米
問
屋
給
米
で
あ
る
。
例
へ
ば
品
川
宿
に
お
け
る
こ
十
六
石
九
斗
、
箱
椴
宿

に
お
け
る
七
十
六
石
六
升
正
レ
ふ
が
如
〈
で
あ
る
。
各
宿
騰
に
よ
っ
て
か
、
る
異
同
あ
る
は
究
宿
へ
の
距
離
及
び

道
路
の
険
難
の
如
何
に
よ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
。

維
持
策
の
第
三
正
し

τ例
銭
の
制
が
ゐ
る
。
「
島
田
金
谷
宿
川
越
賃
制
刑
銭
之
曲
賞
』
ご
し
て
「
五
騨
使
覧
』
に
載

( 

ー一) 

( 

ー一一) 

す
る
ご
こ
ろ
に
日
〈
。

「
川
越
比
十
一
文
よ
り
ょ
の
昨
日
制
鈍
十
耳
文
、

第
二
十
六
巻

第
五
説

七
七
九

九
七

苑

助
蝿
と
農
民
の
止
前

設

大日事帝凶騨週志哩iiIl'128頁、1) 

一-
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第
五
腕

第
ニ
十
六
巻

七
λ
0

九
J、

詑

苑

助
拙
と
農
民
の
生
活

元
肱
九
年
子
一
一
月
十
五

M
』
と
。

R
日
く
。

『

抱
金
問
品
川
自
制
博
応
役
人
は
大
井
川
有
之
故
連
々
口
外
困
窮
仕
リ
候
品
付
制
伸
馬
役
人
桔
桐
救
此
皮
於
川
端
析
は
佐
一
割
宛
例
以
制
備
品
役
人
可
世

相
続
者
也
。

元
職
九
年
=
一
月

野
田
三
郎
左
衛
門
』
と
。

後
年
人
馬
賃
銭
割
増
り
中
、
宿
助
成
に
供
せ
ら
る
も
の
最
も
多

h
r
b
し
は
、
阪
に
一
}
れ
を
越
べ
た
。
諸
井
氏
著

「
山
崎
川
時
代
り
武
戒
本
庄
」
に
よ
れ
ば
本
庄
宿
に
お
い

τ安
政
三
年
に
お
け
る
刻
鋭
は
金
九
十
七
岡
正
二
分
二
百
人

十
五
文
・
文
久
三
年
ド
は
金
百
四
十
六
刷
三
分
六
百
十
八
文
に
の
ぼ
っ

τゐ
る
。
叉
東
海
道
二
川
宿
に
お
い

vτ
、

文
政
三
年
に
お
け
る
人
括
質
鋭
割
増
一
一
割
芭
八
分
の
分
・
金
三
百
十
七
繭
一
一
分
永
四
十
六
文
二
分
四
周

ω額
仁
越

し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
見
て
剣
銭
も
亦
宿
騨
維
持
策
な

h
L事
は
明
ら
か
で
ゐ
る
。

{
四
)
維
持
策
の
第
四
は
金
毅

ω貸
奥
又
は
給
奥
仁
よ
る
も
の
で
め
る
。
例
へ
ば
寛
永
二
十
年
品
川
宿
に
五
百
耐

を
貸
し
、
明
同
市
二
年
同
宿
仁
二
百
耐
を
給
す
る
が
如
〈
で
あ
る
。
か
、
る
事
は
屡

s
行
は
れ
し
も

ω
で
め
っ
て
、

そ
の
額
も
可
成
ち
に

ω
ぼ
っ
た
。
延
亭
四
卯
年
三
月
コ
二
州
渥
美
郡
大
岩
村
沓
記
』
川
り
す
る
ご
こ
ろ
に
臼
〈
。

御
斧
倍
、

右
桐
健
之
儀
諜
担
輯
仰
付
僻
曲
事
保
十
一
午
年
世
中

『
桐
公
儀
m
休
止
御
救
醐
斧
借
倍
、

寛
永
十
三
子
年

刷
伸
馬
役
人
共
叫
蹴
頂
戴
仕
リ
侠
柵
返
却
ポ
a

納
之
諜
凪
国
航

者
無
制
座
供
。

て
御
崎
百
賀
文

二川宿JW醐二十i ケ村車問、

佳子且馬方415担
2) 

9) 
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柵
牢
行
北
路
喧
房
守
様
稲
生
下
野
守
様
、
6
制
番
付
之

可
仕
保
山
伸
雄

一
、
寛
文
八
中
年

刷
芹
借

潟
E
叫
赤
坂
制
代
官
岩
室
伊
方
耐
門
様

S
拙
仰
雄
雛

J

刑
制
副
書
指
土
問
t

川
町
信
組
同
名
印

刷
鈍
七
百
五
十
荷
主
(
一
剛
削
目
之
山
リ

て
寛
北
十
九
午
年

金
子
を
以
て
制
市
出
納
引
り
鉱
山
中
仰
供
、
も
例
入
札
不
必

制
金
ニ
百
削
十
嗣

一
、
冗
文
八
中
年

拝
借
、

御
押
借

制
地
問
十
依

制
来
七
百
依

刷
金
之
俗
ハ
じ
年
後
子
弛
広
三
ヶ
年
に
鈴
木
八
布
揃
抹

何
制
抵
納
自
り
供
。
御
米
之
健
ハ
白
川
御
崎
h
代
金
に

て
柳
延
納
仕
リ
候
。

同
地
は
古
田
蛇
に
て
蜘
挫
し
=
一
年
I

目
捜
本
刷
版
日
制
上
納

二
時
~
間
二
釘
年

御
伐
千
珂
丈
邦
伯
、

一
.
窓
生
二
十
未
年

制
金
五
百
繭

4豆
副内

翻
拝
借

て
延
世
凹
長
年

肱
制
金
之
供
ハ
役
人
共
剖
蹴
頂
職
制
リ
逗
納
不
納
之
間
存

刷
米
山
百
依

子手
伯

候
者
抑
制
睦
候
。

制
金
二
百
耐

右
制
金
之
儀
ρ

来
損
・
・

.. 

;豆
品切

一
、
明
暦
ニ
巾
年

一
、
延
副
首
凹
長
年

一
、
制
鈍

Z
T
六
百
賀
正

師
邦
借

柵
米
百
依

手手
{il 

古
制
退
消
之
掃
や
抱
偶
者
蜘
一
之
。

括
和l

一
、
万
拍
ニ
子
年

御
A
M
百
副

制
金
五
百
岡

不
制
』

永
邦
借

利
付
に
貸
付
世
利
足
を
は
て
御
傭
馬
役
人
主
〈
助
成

ーJIl

~~ 

地
曲
川
と
良
品
山
生
活

事
ニ

f
六
を

七
ノL

部
U
抗

JL 
1c 
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詑

苑

て
米
三
百
依

て
米
二
百
五
十
依

一
、
米
ニ
百
五
十
依

助
錦
と
農
民
の
止
括

第
二
十
六
巻

第

腕

c 
ιコ

布
日
制
々
之
儀
難
所
世
継
諮
り
鴨
醐
酬
も
姐
く
人
馬
北
川
掛
れ
入
周
年
も
多
〈
且
難
問
同
旨
迫
制
間
被
桐
救
末
松
下
之
首
正
紘
一
一
何
年
十
月
世
十
九
仰
品

苛
蝦
制
寄
付
b
a
H
て
被
怖
政
舵
。
』
一
百
一
百
。

じ
八
一
一

叉
「
五
騨
便
覧
」
仁
よ
る
仁
、
「
宿
命
被
下
米
井
一
一
御
扶
持
之
事
」
正
し
て
日
〈
。

て
米
三
百
依

又

同

書

に

日

〈

。

一
、
米
一
ニ
百
依

東
海
道
小
同
原
宿

東
海
道
三
品
宿

巾
山
道
制
本
宿

中
山
道
粧
井
津
宿

東
海
道
締
本肱
~ti 5) 

なほ騨躍述、事詑 223百参閥、

騨逓;止、-.'/HD.23511"車問、

越し資本六年ならんo I僻趨;L!.'、考首 214回参照)

有
は
町
並
肘
魁
政
之
外
川
削
部
之
制
高
山
場
所
に
て
凶
抗
之
宿
方
一
一
刊
一
ニ
品
小
川
原
約
並
制
救
来
拙
下
位
保
以
卒
保
J

ハ
仕
之
年
戸
田
山
賊
脊
殿

彦
川
豊
岐
中
般
質
樋
地
中
股
相
伺
候
風
向
之
組
依
下
世
御
同
人
被
伸
雄
髄
下
之
ロ

て
来
冒
九
十
λ
石

て
来
二
百
十
七
石

米
梅
泊
日
以
出

来
地
泣
袋
井
桁

6
 

右
ハ
錦
助
成
最
先
年
k
世
下
年
々
御
物
成
地
を
は
て
故
之
。

一
、
拾
人
扶
持

時
入
川
桃
川
役
之
者

布
ハ
馬
入
今
山
伯
必
厄
下
町
民
政
杭
向
h
ヶ
村
に
ア
一
当
証
十
六
人
山
腿
山
相
勤
杭
一
一
付
寛
文
大
午
年
よ
り
有
仰
扶
持
米
制
下
之
。

前
士
川
船
頭
扶
持
方

一
、
二
十
人
扶
持

有
ハ
元
利
凹
午
年
よ
リ
十
人
扶
持
被
下
供
血
其
後
十
人
扶
持
制
輸
輔
令
二
十
人
扶
持
松
下
立
。

実
施
川
船
頭
扶
持
方

一
、
二
十
人
扶
持

" 
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)
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右
戸
天
抱
川
船
副
拡
船
役
相
動
航
者
制
扶
持
来
年
々
被
下
之
。

以
h
掲
げ
し
ご
咽
』
ろ
を
以
て
そ

ω
大
慨
を
察
し
得
べ
き
が
如
く
に
、
貸
刷
時
的
金
穀
あ
り
紛
輿
り
も

ωあ
ち
、
又

一
時
的

ωも
の
め
h
年
々
連
続
り
も

ωが
ゐ
っ
た

Q

し
か
も
貸
輿
古
い
ふ
名
目
で
あ
っ
て
h
貨
は
紛
剥
同
似
の
も

の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
て
金
銭
は
己
に
か
く
、
米
穀
は
如
何
に
し
て
交
附
き
れ

L
か
ご
い
へ
ば
、
前
掲
の
如
〈
傾

主
城
内
よ
ち
受
り
そ
の
返
納
は
金
銭
を
以
て
す
る
ご
い
ふ
が
如
、
き
で
あ
っ
た
c

「
五
時
便
胸
中
」
に
日
〈

O

円
て
米
首
ニ
十
五
石
俄

市
品
海
池
小
川
町
周
宿

布
ρ
寛
文
品
川
酉
年
よ
り
悼
馬
役
人
足
役
之
者
位
年
々
拙
下
帳
。

但
、
有
官
一
一
十
宜
石
倫
世
下
航
持
品
料
小
田
胤
側
主
持
銅
山
之
外
相
州
に
て
七
ケ
村
川
骨
し
て
五
百
九
十
四
石
、
其
知
之
領
主
紛
諜
美
濃
中
山

ハ
ユ
字
不

御
老
中
桐
臆
文
を
叫
て
制
叫
し
心
蝿
主
に
両
川
主
年
々
戸
一
和
雄
供
。
い
一
一
台
五
。

主
(
後
幕
木
に
至
る
ま
で
一
雄
i
講
道
的
一
銭
之
を
版
値
し
て
ゐ
る
c

な
ほ
拝
借
金
は
多
〈
こ
れ
を
附
近
村
々
へ
年
々
貸
付
け
て
・
そ
の
利
息
を
宿
場
の
賄
ご
な

L
た

o
rか
ら
名
は

拝
借
金
で
ゐ
る
が

εω
貨
を
の
利
息
丈
け
を
年
々
拠
へ
ら
れ
し
も
の
で
あ
る
。
今
「
元
紘
一
克
年
二
月
二
川
宿
御
似

馬
金
拝
借
金
帳
」

hr会
考
の
錦
め
に
掲
ぐ
れ
ば
突
の
通
り
で
あ
る
。

円
延
質
問
民
之
春
二
川
約
制
役
人
江
刺
什
祥
借
被
仰
付
御
来
品
之
刺
米
合
引
之
碁
に
鈴
木
λ
方
制
門
椋
h
差
上
申
酔
料
品
右
之
利
金
制
悼
時
的
升
村

ん
一
-
貸
付
刺
分
年
々
ニ
川
町
刷
出
陣
馬
役
人
歩
役
人

K
担
割
一
川
下
訓
刊
我
々
共
願
書
将
上
糊
指
制
-
付
右
之
迦
闘
中
上
航
故
山
品
伊
勢
守
成
美
作
棋
品
孫

太
夫
椛
萩
彦
主
郎
様
諸
体
左
衛
門
様
嗣
市
計
判
を
以
て
金
二
百
一
雨
と
二
分
組
十
-
朱
八
分
、
周
防
守
家
老
共
手
形
を
以
て
鈴
木
八
右
衛
門
様
上
り

元
除
元
民
霜
月
右
之
金
子
読
取
材
々

h
貸
付
世
毎
年
柿
月
刺
足
取
立
江
戸
白
相
鋭
被
仰
付
次
第
割
符
申
付
者
也
。

且ι

江

⑮ 

凡

右

衛

門

詑

助
蝉
と
鹿
島
由
止
前

停
二
十
六
巻

歯

F
E
批

O 

七
λ
一一一

苑
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苑

助
郷
と
躍
民
自
生
活

策
二
十
六
巻

設元
金
二
百
一
一
由
ニ
分
銀
十
一
朱
八
分

是
"-t s:Iじ
民主利
柚 哩 告
月昌二
_....j帽
ケ二

月分
分鈍
ノ百
利ニ
分十

51: 
( 

邪j

)il 

由1
'1ミ
) 

元
肱
二
年

一
、
元
金
二
百
四
両
一
分
保
十
一
朱
八
分
、
能
百
二
十
文
、

内
町
岬

ハ
十
両

利
足
一
割
山
下

下
佐
脇
村

(
龍
、
以
下
山
町
す
)

此
ノ
利
金
三
十
同
二
分
銭
入
百
五
十
二
丈
、

元
利
令
計
金
二
百
三
一
十
円
同
一
一
一
分
銀
十
一
朱
ぺ
分
、
銭
九
百
じ
十
二
文
、

4ザ

内
金
三
十
三
踊
九
百
七
十
二
丈
、

口
柚
月
利
金
属
立
江
戸
h
H

相
続
侠
慮
制
符
何
帳
棋
に
御
市
批
判
悦
下
問
削
狩
仕
保
。

残
両
金
二
百
一
一
附
三
分
掛
十
一
朱
八
分
。

右
之
祖
相
埠
拠
御
座
帳

ιl 
J: 

元
時
二
巳
抽
月

二
川
宿
問
屋

L1:: 
昆

豊臣
碩(

誌
、
名
前
時
之
}
』

ャ
/爪

'
jけ
山

H

境

lU 
七
八
四市

第
百
腕

兵

申請

o 

⑮ 

，~ ~-・・両，・ l 



し
か
し
て
附
近
の
郷
村
は
、
俄
A
T
そ
の
必
要
な
き
古
き
古
い
へ
Y
}
も
、

ら
F
る
如
き
場
合
も
あ
っ
て
弊
害
が
あ
っ
た
。

こ
れ
を
借
入
れ
高
利
を
携
は
ぎ
る
ぺ
か

(
五
)

-
-
れ
卸
ち
本
論
が
取
扱
は
ん
ご
す
る
吉
、
」
4
4

宿
騨
維
持
策
的
第
五
ご
し
て
い
は
ゆ
る
助
郷
内
制
が
め
る
o

で
あ
る
o

故
に
藷
に
は
助
郷
制
度
が
幕
府
り
宿
牒
維
持
助
成
策
り
一
た
り
し
し
か
も
そ

ωも
つ
ご
重
要
な
必
且
又

も
つ
三
も
重
大
な
与
結
果
を
ぴ
き
お
喝
、
せ
し
も
の
な
る
事
を
二
一
目
す
る
に
止
め
て
お
〈
。

(
六
)
宿
麟
維
持
策
の
第
六
ご
し
て
あ
「
ぺ
草
川
い
は
ゆ
る
国
人
馬

ω制
で
ゐ
る
υ

は
C
的
幕
府
は
慶
長
六
舟
定

備
徳
馬
東
海
滋
各
宿
騨
三
十
六
、
E
ん
を
規
定
し
代
が
、
殺
幾
ば
く
も
な
く
し
て
定
備
人
出
仰
を
百
疋
百
人
ぜ
な
し
化
。
〉

し
か
も
交
遁

ω漸
〈
頻
繁
ご
な
る
や
、
そ
の
需
要
に
勝
中
る
に
足
ら
さ
る
に
至
つ
花
。
正
保
三
年
の
A
T
に
臼
〈

「
凡
そ
定
額
百
人
百
疋

ω人
馬
を
議
し
て
互
に
求
む
る
も
の
あ
れ
ば
宜
し
〈
そ
の
地
の
里
正
牒
長
を

L
τ
行
人
に

僻
せ
し
む
べ

L
、
こ
の
時
に
賞
b
て
行
人
皆
順
次
に
従
て
通
過
す
ぺ
し
。
若
し
此
ム
ザ
に
注
ふ
も
の
は
皆
こ
れ
を
罰

せ
ん
』
云
々
。

z。

か
く
し
て
順
次
畿
漣
せ
し
は
助
郷
り
制
で
あ
る
が
、
な
ほ
一
方
宿
騨
維
持
助
成
策
£

L
て
国
人
馬

ω制
が
用
ひ

ら
れ
た
。
即
ち
天
明
三
年
以
後
に
お
け
る
「
常
備
人
馬
七
人
選
ひ
」
の
如
き
は
こ
れ
で
あ
る
。
天
明
三
年
東
海
道

品
川
宿
役
人
上
書
し
て
日
仏
『
東
海
道
各
際
常
備
人
馬
百
人
百
疋
中
日
々
三
十
人
一
一
十
疋
を
出
し
北
(
中
会
用
遮
仰

の
震
に
五
人
五
疋
を
除
宜
し
叉
二
十
五
人
十
五
疋
を
以
て
不
時
往
訟
の
用
ご
な
L
以
上
三
十
人
二
十
匹
の
準
備
を

除
き
共
的
残
余
七
十
人
八
十
疋
を
以
て
卒
昨
行
人
の
遮
侍
を
錫
3
'己
一
式
々
ご
。
こ
の
願
は
聞
き
ご
ヤ
け
ら
れ

た
。
思
ム
に
こ
れ
よ
り
以
前
す
で
に
享
保
以
前
に
お
い
て
も
然
り

L
が
如
く
(
徒
連
増
照
)
こ
の
百
人
育
疋
を
持
も
揃

部
二
十
六
巻

七
八
五

第
五
抗

。

苑

助
抑
止
盛
時
の
生
活

設
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説

施

o 
凶

助
郷
と
血
臣
民
白
金
括

第
二
寸
大
谷
'

t
-
t
a
、
'J' 

第
五
腕

一
度
厳
命
せ
ら
る
、
も
亦
忽
も
に
定
備
放
を
欠
〈
の
有
伎
で
ゐ
っ
た
。
間
人
町
内
的
詩
闘
の
比
蚊

的
容
易
に
認
め
ら
れ
f
J
も
這
般
の
事
情
よ
り
で
も
め
ら
う
。
し
か
も
こ
り
国
人
馬
が
次
第
に
増
加

t
更
に
は
ヰ
貨

は
全
く
国
人
馬
ご
は
袋
名
の
み
で
、
ヲ
バ
り
府
H
数
を
有
せ

Y
る
が
如
き
に
至
っ
た
の
で
ゐ
る
o

天
保
阿
年
に
お
け
る

東
一
海
道
二
川
街
に
つ
い
て
見
る
に
日
し

ム
る

-
M
Z
な
(
、

一
、
制
定
人
民
一
白
人
百
足

Ut 
3土-

十
人
二
十
疋

同
入
品
之
分

(
川
、
名
H
の
み
)

五
十
七
人
五
十
八
疋

H
W
4

迄
山
泊
"
約
加
山
北
川
机
勤
分
、

惣
助
郷
余
荷
之
分
、
い

一
イ
三
人
ニ
十
二
正

か
〈
の
如
〈
に

L
て
街
騨
維
持
策
的
結
県
A
H
鎗
は
自
ら
助
郷
に
重
か
ら
ゴ
る
を
符
な
か
っ
た
。

(
七
)

そ

ω
他
に
針
騨
維
持
策
ご
し
て
或
は
退
陣
同
補
充
ん
い
賀
入
代
金
を
則
へ
御
料
金
を
交
附

L
、

金
を
授
〈
品
等

ω外
、
間
伎
に
は
或
川
州
諸
伏
越
川
帆
(
山
知
飢
交
代
)
従
者
の
放
を
制
限

L
山
哉
は
叉
そ
の
家
士
を
併
せ

て
一
日
二
十
司
限
二
十
五
人
に
制
限

L

T
引
(
制
外
的
人
同
を
殺
せ
ん
ご
欲
す
る
も
の
は
、

に
分
た
し
め
、
或
は
又
一
日
山
逝
行
三
家
に
限
ら

L
む
る
が
如
き
』

又
人
足
扶
助

そ
の
行
合
前
級
制
日

そ
の
椛
威
を
諮
っ
て
然
行
に
て
通
行
す
る
の

弊
を
戒
修
す
る
が
如
き
、
今
一

-T-れ
を
述
べ
な
い
o

(
八
)
要
す
る
に
幕
府
は
宿
騨
維
持
の
鎮
め
に
は
砂
な
か
ら
ゴ
る
則
カ
を
傾
け
犠
牲
を
榔
ひ

L
も
の
で
あ
っ
て
・

決
し
て
こ
れ
を
等
陶
仁
附
し
允
る
も
川
り
で
な
か
り
た
。
叉
助
郷
制
度
的
如
、
さ
は
宿
騨
維
持
策

Z
L
て
常
初
こ
号
好
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都
令

ω(幕
府
に

t
lり
て
)
も
の
で
ゐ
っ
た
が
、
沿
道
農
民
を
疲
弊
せ
し
な
る
こ
ご
・
貨
に
二
百
年
り
水
き
仁
及
ぴ
最

も
大
な
る
影
響
を
助
郷
農
民
的
生
活
に
輿
へ
た
も
の
で
あ
る
。
(
後
連
参
問
)

し
か
も
術
助
成
は
決

L
て
充
分
ど
は
一
五
へ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
「
白
宿
川
明
白
」
第
三
十
一
二
に
は
助
成
金
じ
っ

い
て
次
の
如
〈
述
べ
て
ゐ
る
。
日
〈
。

『
助
成
金
元

御
仙
術

一
、
金
-
一
千
七
百
十
一
嗣
二
分
水
回
大
十
主
文
二
分

H七

1"J 
金

n 
t 

刷
7i< 
下I，、

本ハ卜
帥二八
(';f丈
J曲目!'/i 
["， :5上
t句

内
金
八
嗣
ト
北
百
六
十
文

金
二
百
六
十
一
一
一
雨
水
弐
文
八
分

2

Z小
明
V

右
御
子
持
被
山
杭
ハ
弘
化
問
年
よ
交
政
一
会
年
生
，
1

ヶ
年
内
間
人
分
利
金
制
下
ケ
犬
b
-
制
御
一
ト
ケ
之
杭
、

右
十
ヶ
年
之
問
識
不
足
金
制
百
ニ
十
一
同
永
六
十
四
文
江
分
士
邸
、

安
政
凹
己
年
一
8
万
延
正
一
巾
年
品
同
ヶ
年
刊
不
M
A

金
二
百
七
十
=
一
副
一
一
一
分
永
-h
ニ
十
立
し
c

-
h
t
 

L
H
A
I
P
 

か
、
る
宿
助
成
り
不
充
分
な
る
結
川
市
首
杭
方
が
総
立
に
必
要
な
る
定
人
民
を
持
揃
へ
や
'
・
[
一
か
も
交
孤
立
り
断

埼
を
来
た

L
、
労
々
以

τ負
帥
加
は
助
郷
々
村
に
重
か
ら
さ
る
を
待
な
か
っ
た
も
の
で
め
る
(
説
品
巻
町
山
)
。
こ
れ
一
見

無
川
の
こ
さ
の
如
き
も
特
仁
幕
府

ω術
開
紳
助
成
維
持
策
仁
つ
い
て
↑
瞥
を
試
み

1
所
以
で
ゐ
品
。

詑

耳E

第
一
一
十
六
巻

わ
豆了

七
八
仁

節

h
m肌

山
郁
と
農
民
山
北
前
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